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ヘルペス

ア　等級表１級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、「サーベイラン

　スのための HIV 感染症／AIDS 診断基準」（厚生労働省エイズ動向委員会、2007）が採択

　した指標疾患のうち１項目以上が認められるもの。
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　免疫機能障害の認定は、ヒト免疫不全ウイルス感染に由来するものであり、認定の考え方

に関して他の内部障害と異なる場合があるので留意すること。

　急性期の症状で障害の程度を評価するのでなく、急性期を脱し、症状が落ちついた時点で

の免疫機能を評価することが、より正確に免疫機能障害を評価できるものと考えられる。

　患者の訴えが重視される所見項目があるので、診察に際しては、感染者の主訴や症候等の

診療録への記載に努めること。

　ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害においては、認定に際し、感染の事由により、

認定の対象から除外されることはないので、認定に際し了知すること。

　身体障害認定基準を満たす検査結果を得るため、必要な治療の時期を遅らせる等のことは、

本認定制度の趣旨に合致しないことであり、厳に慎まれたい。
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　認定基準において、各等級を規定している各

種の検査数値は、治療前の数値を用いるのか、

あるいは治療開始後の数値を用いるのか。仮に、

検査数値が認定基準に合致していたものが、治

療が奏功して基準を満たさなくなった場合は、

治療をしていなければ明らかに認定されていた

との判断により、認定してかまわないか。
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質     疑 回     答 

 

 

 

 

 

８ 身体障害者手帳の交付を受けた者が、その後、

更生医療等の適用により、障害の程度が変化す

ることが予想される場合については、他の障害

と同様に再認定を付記し、等級変更等を実施す

ることとして取り扱ってよいか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る一般的な診断基準によって、それぞれの所見に

基づく障害程度の判定をすることを想定してい

る。 

 

 抗HIV療法を継続実施している間については、こ

の障害の特性を踏まえ、原則として再認定は要し

ないものと考える。 

 

 


